
   

労働基準法等の一部を改正する法律案要綱 

第一 労働基準法の一部改正（第一条関係） 

 一 休日に関する規制の強化（労働基準法第三十五条関係） 

使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を直前の休日の翌日から七日以内に与えなけ

ればならないものとすること。 

二 時間外労働等に関する協定に係る協定事項及び協定内容に関する基準の明確化（労働基準法第三十六

条関係） 

１ 使用者は、労働基準法第三十六条第一項の協定をする場合には、一日並びに一日を超え三箇月以内

の期間及び一年間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日その他厚生

労働省令で定める事項について、協定しなければならないものとすること。 

２ 厚生労働大臣が定める一日を超え三箇月以内の期間及び一年間についての労働時間の延長の限度の

基準は、一定の場合を除き、三箇月については百二十時間を、一年については三百六十時間を、それ

ぞれ超えないものとすること。 



 
 

三 労働時間管理台帳の調製等（労働基準法第百七条の二関係） 

  使用者は、各事業場ごとに労働時間管理台帳を調製し、各労働者について労働した日ごとに、始業及

び終業の時刻、時間外及び休日の労働の時間数その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければなら

ないものとすること。 

四 労働者名簿等の閲覧（労働基準法第百八条の二関係） 

  使用者は、労働者から、労働者名簿、労働時間管理台帳及び賃金台帳（いずれも当該労働者に係る部

分に限る。）の閲覧の請求があったときは、その閲覧を拒んではならないものとすること。 

五 罰則の整備（労働基準法第百二十条関係） 

１ 労働時間管理台帳若しくは賃金台帳を調製せず、又はこれらに記入すべき事項を記入せず、若しく

は虚偽の記入をした者に対する罰則を設けるものとすること。 

２ 四に係る罰則を設けるものとすること。 

第二 職業安定法の一部改正（第二条関係） 

一 賃金に関する事項の明示（職業安定法第五条の三関係） 



   

職業安定法第五条の三第一項及び第二項の規定により明示すべき賃金に関する事項に係る厚生労働省

令は、所定労働時間の労働に係る賃金と所定労働時間を超える時間の労働に係る賃金等とを区分して定

めるものとすること。 

二 情報の提供（職業安定法第四十一条の二及び第四十八条関係） 

１ 労働者の募集を行う者であって常時雇用する労働者の数が三百人を超えるものは、当該募集を行う

に際しては、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項に関する情報であって厚生労働省

令で定めるものを提供しなければならないものとすること。 

① 一定の期間内において雇い入れた労働者の数及び当該労働者のうち退職した者の数 

② その被用者の勤続期間の状況 

③ その被用者の所定労働時間を超える時間の労働及び休日の労働の状況 

④ その被用者の年次有給休暇（労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられる

ものをいう。）の取得の状況 

２ 労働者の募集を行う者であって常時雇用する労働者の数が三百人以下のものは、当該募集を行うに



 
 

際しては、厚生労働省令で定めるところにより、１の厚生労働省令で定める情報を提供するように努

めなければならないものとすること。 

３ 労働者の募集を行う者は、１及び２により１の厚生労働省令で定める情報を提供するに当たっては、

これと併せて、労働者の募集及び採用の状況、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に

関する取組の実施状況その他の労働者の適切な職業選択に資する情報として厚生労働省令で定めるも

のを提供するように努めるものとすること。 

４ 厚生労働大臣は、１から３までの事項に関し、労働者の募集を行う者が適切に対処するために必要

な指針を公表するものとすること。 

三 労働者の適切な職業選択に資する情報の提供等 

（職業安定法第五十一条の三及び第五十一条の四関係） 

１ 公共職業安定所その他の職業安定機関は、労働者の適切な職業選択に資する情報（職業安定法、労

働基準法その他の労働に関する法令の規定の違反に係る事例に関する情報を含む。２において同

じ。）の提供を行うものとすること。 



   

２ 厚生労働大臣は、労働者の適切な職業選択に資する情報を整理し、これを公表するものとすること。 

第三 労働安全衛生法の一部改正（第三条関係） 

一 職場における優位性を不当に利用して労働者に苦痛を与える行為等を防止するために事業者が講ずべ

き措置（労働安全衛生法第七十一条の五関係） 

事業者は、職場において、職務上の地位、人間関係等における優位性を不当に利用し、かつ、業務上

必要な範囲を超えて、労働者に対して行われる精神的若しくは身体的な苦痛を与える行為又は職場環境

を悪化させる行為を防止するため、労働者に対する周知及び啓発、労働者からの相談に応じ適切に対応

するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならないものとすること。 

二 指針（労働安全衛生法第七十一条の六関係） 

厚生労働大臣は、一に基づき事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必

要な指針を公表するものとすること。 

三 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告（労働安全衛生法第七十一条の七関係） 

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一の行為を防止するため必要があると認めるときは、二の指



 
 

針に従い、事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができるものとするこ

と。 

四 公表（労働安全衛生法第七十一条の八関係） 

厚生労働大臣は、一に違反している事業者に対し、三による勧告をした場合において、その勧告を受

けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとすること。 

第四 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の一部改正（第四条関係） 

一 事業主の責務等（労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第二条及び第二条の二関係） 

１ 事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、時間外労働等（所定労働時

間を超える時間の労働及び休日の労働をいう。以下同じ。）の実態の把握及び削減に努めなければな

らないものとすること。 

２ 事業主は、その雇用する労働者の健康の保持及び仕事と生活の調和が図られるよう、終業から次の

始業までの間に少なくとも十一時間の休息のための時間を確保するように努めなければならないもの

とすること。 



   

二 時間外労働等管理規程の作成等（労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第十五条関係） 

１ 事業主は、常時十人以上の労働者を使用する事業場ごとに、時間外労働等の適正な管理及び削減の

ための措置に関する規程（以下「時間外労働等管理規程」という。）を作成し、厚生労働大臣に届け

出なければならないものとすること。当該時間外労働等管理規程を変更したときも、同様とすること。 

２ 時間外労働等管理規程には、次に掲げる事項を記載しなければならないものとすること。 

① 時間外労働等の実態の正確な把握のために必要な措置に関する事項 

② 時間外労働等に係る割増賃金の算定及び支払に関する事項 

③ 時間外労働等に係る割増賃金が支払われない場合に労働者が当該割増賃金の額に加えて支払を請

求することができる金額に関する事項 

④ 時間外労働等の適正な管理及び削減のために必要な労働者の配置等雇用管理に関する事項 

３ 事業主は、時間外労働等管理規程を作成するに当たっては、三の１により設置された時間外労働等

管理委員会の意見を聴かなければならないものとすること。当該時間外労働等管理規程を変更すると

きも、同様とすること。 



 
 

三 時間外労働等管理委員会（労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第十六条関係） 

１ 事業主は、二の１の事業場ごとに、時間外労働等管理規程及びその実施状況並びに時間外労働等に

係る労働者の苦情を調査審議させ、事業主に対し意見を述べさせるため、時間外労働等管理委員会を

設けなければならないものとすること。 

２ 事業主は、時間外労働等管理委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組

織する労働組合がある場合においてはその労働組合、当該労働組合がない場合においては労働者の過

半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならないものとすること。 

四 報告及び検査（労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第十七条関係） 

  厚生労働大臣は、二及び三の施行に必要な限度において、時間外労働等管理規程の届出をした事業主

に対し、その実施状況等について報告をさせ、又は所属の職員に、当該届出に係る事業場に立ち入り、

帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとすること。 

五 罰則の整備（労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第十九条及び第二十条関係） 

 二の１、三の１及び四に係る罰則を設けるものとすること。 



   

第五 施行期日等 

一 施行期日（附則第一条関係） 

  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するもの

とすること。 

二 経過措置等 

 経過措置その他所要の規定の整備を行うものとすること。 


